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保育 におけ.る認可制度の効果

横 山 由 紀 子

.
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1は じ め に

従:来,児 童福祉をめぐる経済学的な研究は,少 子化や女性労働 との関連で論

じられているものが多かった。しかし,今 後の保育問題に関 しては,財 政的な

　

し　　

鍵 要請 もあ り,少 子 化 や 女 性 労働 との 関連 だ けで は な く,.効 率 的 な制 度 運営 に 関

す る分 析 も必 要 と され て い るの で あ る。 よ って,よ り効 率 的 な制 度 とな る こ と

を 目指 して,現 在 の保 育 制 度 を 再検 討 す る こ とは意 義 あ る こ と と考 え られ る。

.保 育 とい う分 野 へ の 公 的 介 入 の必 要性 は,保 育 サ ー ビスが 有 す る三 つ の特 徴

か ら 正 当化 で きる。 す なわ ち,凶 情 報 の 非 対 称 性,㈲ 社 会 的 ミニマ ム論,◎

保 育 サ ー ビ ス に お け る消 費 の外 部 性 の 三 点 で あ る。(B)は 児 童 の生 存 権 等 】}の

基 本 的 人 権 の 保 障 とい う観 点 か ら,ま た,◎ は保 育 に 欠 け る児 童 を保 護 し児

童 の 健全 な 育 成 を は か る こ とが 将 来 社 会 の 安 定 ・発 展 に つ な が る とい う観 点3,

.か ら,保 育 へ の公 的介 入 を正 当 化 す る もので あ る。 しか しなが ら,経 済 学 的 な

研 究 が,こ の種 のサ ー ビ スの提 供 の あ り.方につ い て もっ と も精 力 を傾 けて きた

の は,(A>の 問題 で あ る。 費 用 さ え考 慮 しな け れ ば,保 育 制 度 を充 実 させ る こ

.妻・
とは容 易 で あ る。 しか しなが ら,資 源 に は 限 りが あ る た め,政 策 決 定 の 際 には

〆機構叢隷灘鐵
ll..

増加 を もたらす と報告 してい る。
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う。 その た め,公 的介 入 が必 要 とされ る ので あ る。

II保 育の現状:認 可保育所 と無認可保育所

わ が 国.にお け る保 育所 は,.公 的機 関 に よ って認 可 され る こ とが 原 則 で あ るが,

同 時 に認 可 を受 け ない で 運 営 され て い る もの も少 な くな い。 また,認 可を 受 け

た施 設 に も,公 立 の もの と民 間 の 運営 に よる ものが あ る。 これ らの差 異 を ど う

と.らえ る か につ い て は様 々 な議 論 が あ るが,経 済学 的 に見 た 場 合 に,規 制 が 必

要 で あ る と根 拠 づ け られ る の は情 報 の 非 対 称性 の存 在で あ る。 保 育 の質 ・保 育

内 容 は保 護 者 か らは見 え に くい ため,サ ーチ コス トや モ ニ タ リ ング コ.ストが 大

きい3〕。 か つ,た と え情 報 が 得 られ た と して も,そ れ が 児 童 に どの よ う な影 響

を及 ぼ す の か につ い て計 測 した り解 釈 す る こ とは 困 難 で あ る。 この よ うに,保

育 に は情 報 の 非 対 称性 が存 在 し,契 約 の失 敗 が お こ りや す い た め,認 ロ∫制 度 等

の公 的介.人が 正 当 化 さ れ るので あ る。

こ こで は,保 育 サ ー ビス の 費)に つ い て,次 の よ うな抽 象 化 を して議 論 を進

め た い。 す なわ ち保 育 サ ー ビス の 質 につ い て,観 察 不 可 能 な安 全性.(職 員 配置

基 準,建 築 基 準 等)と 観 察 可 能 な利 便性(乳 児 保 育,..一 時 的 保 育,遅 い 閉 所 時

間 等)の 二 種 類 に分 類 す る.こ の よ うな分 類 は,も ち ろ ん一 つ の抽 象 化 にす ぎ

な い が,現 実 の保 育 サ ー ビ ス につ い τ の 判 断基 準 と して これ ら を代 表 させ る こ

と.は,か な り自然 な理 解 で あ る と思 わ れ る。 な お,安 全性 につ いて は認 可 とい

う形 態 が 安全 性 確 保 の シ グ ナ ル と な り,利 便 性 は 無認11∫に おい て優 れ てい る と

想 定 す る5,。
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3〕Walke【[]992]42ペ ージ。

4)保 育 の児童 への影 響を直接測定 するこ とはで きない ものの,HofferthandWis3。ker[1992】 で

は,保 育サー ピ.Xの 質をグループサ イズ,児 童 ・保育昔数比,保 育者 の資格 ・経験 をギ な要 因と

して分析を試みてい る.ま た,Blau[1997]で は,詳 細なデー タを用いて保育者の行動,保 育環

境の分析を行 っている。

5>.厚 生省 大臣官 房統計情報 部 「平 成6年 健康 ・福 祉関 恵サー ビス需要実 態調査.]194ペ ー ジ。

「サー ビスの内容が 署山分」 とい う項 目は,他 の選択肢 との関連か ら職員配置 に関係 する ものであ

ると考 えられ,安.全 性に近い内容 を示す と解釈で きる。 よって平成6年 の調 査か ら,無 認 可保育

所を利用す る保護者は,サ ー ビスの利便性 を保育所 に求めてお り,一 方,認 可保育所 を利 用すノ
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この とき,安 全性 ・利便性 といったサービスの質について,現 在の保育制度

ば二つの問題点を有する。

まず第一の問題点は,認 可保育所を利用する世帯にのみ公的補助金が付与さ

れ,無 認可保育所を利用する世帯には何 ら補.助が行われない とい う点である。

すなわち,安 全性重視 ・利便性重視 といった選好の違いによって不平等が生じ

ているのである。児童の福祉を考えると無認 可保育所よりも認可保育所で保育

される方が望ましい として,無 認可保育所利用世帯にも補助を与えるべきとい

う主張に反対する意見が出る可能性がある。確かに,長 期的には無認可保育所

を認可の方向へ誘導する政策は必要であろう。しかし,認 可保育所に空 きがな

い場合や,利 便性を必要 としているため認可保育所では対応で きない場合等,

少なくとも現時点でニーズの満たされない保護者がいるという事実を踏まえれ

ば,無 認可保育.所利用世帯に補助を与えないのは不平等であるといえる%

第二の問題点として,保 護者は安全性 と利便性との トレー ドオ7に 直面 して

いるという点である。各保護者はその選好に応 じて認可保育所か無認可保育所

かを選択するが,中 には安全性、と利便性の両者を同等に好む保護者もいる。現

在の保育ザービスの供給状捉では,そ のような保護者に ト分に対応することが

で きないのである。この問題を解決するためには,無 認可保育所の安.全性を上

昇させるか,あ るいに,認 可保育所の利便性を上昇させなけれぼならない。次

第では,い かに無認可保育所の安全性を上昇させるかについてモデルを用いて

分析する。

III準 認可導入の効果 モデル分析

認可保育所には,民 間保育所と公立保育所があることはすでに述べた。 コス

ト面からみた場合,公 立保育所よりも民間保育所の方がより厳 しい予算の制約 し

、 る保護者は,安 全性 を保育所 に期待 してい ると考え られ る。

6)具 体的な方法 としてバウチ ャー制度の導入が考 えられ るが,手 続 きが煩雑 になる として行政関

係者.や保育関係者には導入に反対す る声 もある。
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に 直 面 して い る と考 え られ る。 本 論 文 は,限 りあ る 資源 を いか に効 率 的 に運 用

.す る か を 目 的 と して い る ため,以 下 で は民 間保 育所 の み に焦 点 を 当 て ていv1。

ま た,認 可 ・無 認 可 の両 企 業 の 利 用 世 帯 に 補助 を与 え,選 好 の違 い に よ る世 帯

間 の不 平 等 が 排 除 され た こ と を前提 に議 論 を進 め そ い く。.

現 在 に お け る認 可 基 準 は,主 に 保 母 設置 基 準 とい っ た.可変 的 な要 素 と建 築 基

準 とい った 固定 的 な要 素 とに 分類 す る こ とが で きる&〕。 無認 可保 育所 の 中 に は,

固 定 的 な要 素 は満 た す こ とが で きな くて も可 変 的 な要 素 な ら満 た す こ とが可 能

.な 保 育 所 も存在 す るで あ ろ う。 しか し,現 行 制 度 で は固 定 的 要 素 ・可変 的 要 素

の 両 者 を満 た さ な い 限 り,認 可 とい う評 価 を受 け る こ とが で きな い。 安 全 性 の

水 準 が 認 可 レベ ルに達 しな い 限 り安 全 性 を向 上 させ て も評 価 さ れ な い た め,安

全 性 が 認 可 レベ ル未 満 の企 業 は安 全 性 を向 上 さ せ る イ ンセ ンテ ィブ を もた ない 。

こ こで,「 準 認 可」 を,認 可 され る ほ ど安 全 性 は 備 え て い な い もの の 無 認 可 よ

りは安.全牲 が 高 い もの と して 定 義 す る。.例え ば,可 変 的 な 要素 だ けで も満 た す

こ とが で きれ ば 準 認 可 で あ る と認 め る シス テ ム にす れ ば,認 可 レベ ル に達 しな

い企 業 で も安 全 性 を向 上 させ る.インセ ンテ ィブ を持 つ こ とに な るで あ ろ う。 こ

こで,具 体 的 な準 認 可 の レベ ル につ い て説 明 して お く。 自治 体 に よ って は 無 認

.可保 育 所 に補 助金 を助 成 して い るが,そ の際,安 全 性 にお い て 何 らか の 基準 を

設 置 して い る こ とが多 い。 そ の基 準 こそ が,準 認 可 に お け る安 全性 の レベ ル で

あ る とい え よ う。

以 下 で は,ま ず 現 在 の状 況 をや や 抽 象 化 した モ デ ル で 表 し,次 に,準 認 可 導

。、.入 の 効 果 を考 察 して い く.。こ こで,こ こか らの 議 論 が,「 安 全 性 ・利 便 性 と い

う二 つ の サ ー ビスの 質 の うち,前 者 は 観 察 不 可 能 で後 者 が 観 察 可 能 で あ る」 と

い う前 述 の仮 定 に基 づ い て い る こ とを確 認 して お く6

1・.1

7)民 間保育所 と公.立保 育所 の差異 については,拙 稿(1999年 掲 靴予定)で 詳 しく分析 してい る。

8}具 体 的な基準 につ いては,幼 児傑育研究会編[19971参 照。
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1現 行制度 における トレー ドオ フ

企 業 の 目的 は,生 産 の継 続 す なわ ち組 織 の 存続 で あ る と仮 定 す る。 企 業 と保

護 者 は,保 育 サ ー ビス を1単 位 の保 育 料 と交 換 す る こ とを契 約 す る。 企 業 は非

営 利 企 業')と し,利 潤 ゼ ロ とい う収 支均 等 制約 に よ り平 均 費 用 と平 均 収.入が 等

しい 状 況 で 生 産 を 行 うL%

企 業 が 生 産 す るサ ー ビス は,安 全 性 と利 便 性 の 二種 類 で あ る とす る。 安 全 性

Kと 利 便 性 耳 に つ い て企 業 の 生産 関数 を凹 関数 で,

乳=∫(κ 十 り5)=(ん 十〃5)o』5

¥¥ン=プ("ノ)=(v,)ロ'

5�ﾆ�ｷ�驕 B�ｱ�ｱで,� ﾈ� ﾍγ,�� ｶ�Y�ｷ�驍 ｽ�゚ �ﾌ�ﾅ�闢 I�v素,"、,"!� ﾍ�ｻ�黷 ｼ�齣

�巧 を生 座す る と きの可 変 的 要素 と し,こ れ らは ん+ッ,+町=1を み たす と毎 寇

す る6

この と き,企 業 の生 産 可 能 曲 線 は,

(K)2+(巧)2-1.・..(1)

と な る(第1図)。

企 業 の効 用 をy(K,1っ で 表 し,

∂協 ∂K>∂ 吻 】ひ

を仮 定 す る。 す な わ ち,.企 業 は利 便 性 を備 え る よ りも,安 全 性 を備 え て認 可 を

得 る方 が 高 い 効 用 を得 る。.なぜ な らば,安 全 性 を 備 え る場 合 は 職員 自 身 の労 働

環 境 ・労 働 条 件 も緩 和 され るが,利 便 性 を備 え る場 合 は 労働 条件 も厳 し く,努

力 ・苦 痛 を強 い られ る状 況 も起 ζ りや す くな るか らで あ る 。 ま た,安 全 性 重 視.

.の保 護 者 の比 率 が 高 い た め利 用 者 の確 保 が 容 易 に な る,と い う こ と も企 業 が 安

9〕 無認可保育所には,営 利企業 と非営利企業の両者が存在するが,こ こでは無認可保育所も非営

利企業として扱っている、

1の 利潤 π,サービスの価格P,売 上量Q,売 上Qあ たりの費用C(Q)と する。利潤ゼロという

収支.均等制約から,

π=P・O-C(Q)=0ζ ⇒F=C(Q)/Q

左辺は平均収入,右 辺は平均費用を示 している。

なお,非 営利企業の分析については山内[1997],E.JamesandS.R`}se・Ack㎜an[1986]が 詳

しい⊃
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第1図
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第2図

α

全 性 を好 む理 由の..一つ で あ る。

α を各 企 業 の安.全性 に 対 す る適 性 を示 す パ ラメ ー タ とす る。 α の値 は企 業 が

備 え る こ とが で き る最 大 限 の安 全性 の レベ ル を示 し,α の値 が大 ぎい ほ ど安 全

性 へ の適 性 を 備 え て い る こ とに な る。

政 府 ・消 費 者 か らは α の 値 は観 察 て きず,認 可 ・無 認 可 と い う結 果 と して

ρ)安全 性 の レベ ル のみ が観 察 され る と仮 定 す る。

安 全性 は そ の二 つ の レベ ルの み で 判 断 され るた め,企 業 は それ 以 外 の レベ ル

に安 全性 を設 定 す る イ ンセ ンテ ィブ を持 た な い。 消 萱者 に判 断 され る レベ ル以

上 の安 全性 を備 え て も評 価 され る こ とは な く,費 用 は生 じて も.便益 は生 まな い

か らで あ る。 した が6て,各 企 業 の 合理 的 な行 動 は,

(1)0≦ α〈1の と き

聡(α)=0

(π)1≦ α の と き

巽(α)=1

で あ る(第2図)。 これ を第 ユ図 に あ て は め る と,企 業 は

(1)0≦ α<1の と き.A点

(H)1≦ α の ときB点

を 選択 す る こ とに な る(第3図)。 す なわ ち,社 会 全体 で はA・Bの 二 点 で の

卜..
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〃 ・ ・α(小)
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第4図

み生産が行われることになる。また,(1)式 は以下のように書き直される。

{玖(α)}・+(罪 一1・...(1')

次 に,消 費者 は次 の よ う な効 用 関数 を持 つ とす る。

σ=α π 十(1一 α)～贋(0≦ α≦1)(2)

αは安 全 性 へ の選 好 を.表す パ ラメ 「 タ と し,消 費 者 に よ って 異 な る値 を と る。

αの値 が大 きい ほ ど,そ の消 費者 は安 全 性 を重 要 視 す る。(2)式 を 全 微 分 して

以 下 の 式 が 導 か れ る。

些=_.(1.一 α)..巫<o
α 岳4}ワ

嬬 の 価 一(1劣 瓶 巧二15>ρ

よ らて,こ の効 用 関数 は右 下 が りで ドに 凸 の 関数 で あ る こ とが わ か る。

ま た,.α の値}之よ る形 状 の変 化 は

・(・畿)冶 ・一一毒・語

よ り,α の値 が 小 さい ほ ど傾 き は急 に な り,σ の値 が 大 きい ほ ど傾 きは緩 や か

に な る(第4図)。
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各 消費 者 は,そ.の 選 好 に従 って 契 約 す る企 業 を選 び,保 育 料 を1だ け支 払 う

.こ とb`よ っ.て保 育 サ ー ビス を 購 入 ず る 。企 業 はA点 で 生 産 を行 う無 認 可 保 育 所.

とB点 で 生 産 を行 う.認可 保 育 所 との 二種 類 しか 存 在 してい ない 。 そ の た め,消

費 者 は無 認lr「保 育 所 か 認 可保 育所 か の ど ち らか を 選択 す る こ とに よ っ て,{乳

士1 ,}7=0}と{塔=0,}ワ=1}と の ど ち らの サ ー ビス を受 け 取 るか を 決 定す る

こ とにな る。 σ(A)をA点 を選 ん だ と きの消 費者 の効 用,σ(B)をB点 を選 ん

だ と きの 消 費 者 の効 用 と して表 わす と,

ω ・≦・<静 ・き'『

σ(A)=1-a>α=ひ(8)

と な り,A点 で あ る{乳=0.}ワ=1}を 選 択 す る(第5図)。.∂ ひ(A)ノ ∂α<0よ

り,α め 値 が 大 き く な る ほ ど 効 用 は 低 く な る 。

(・暖 ・・≦・の・き

σ(B)=α>1一 α=ひ(A)

と な り,B点 で あ る{K=1,}ワ=0}を 選 択 す る(第6図)。

∂σ(β)溶 α>0よ り,α の 値 が 大 き く な る ほ ど効 用 は 高 く な る 。
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(・)・ 一 壷 ・ ・ き

σ(A)=1一 σ=α=σ(β)

とな り,A点 もβ点 も無 差 別 で あ る。

第7図 はパ ラ メー タ α の値 と効 用 び との 関係 を 示 した も.ので あ る。 図 か ら,

安 全 性 あ るい は利 便性 へ の選 好 が 偏 って い る消 費 者 ほ ど効 用 が 高 い こ とが わ か

・一 方沖 央部(抑 辺)・ 属す・世帯・・安全性 ・鞭 性輌 者・勅.・

もの の,そ の ニ ー ズ は 満 た さ れ て い な い こ と に な る。

2準 認可導入の効果

い ま,政 府 が 準 認 可 の レ ベ ル を 込=β.に 設 定 した とす る。 各 企 業 はパ ラ

メ ー タ α に応 じて 次 の よ うな行 動 を決 定 す る。

(1)0≦ α〈β の と き 乳(α)=0

.(∬)β ≦α<1の と きK(α)=β

(皿)1≦ α の と きK(α);1

ここで,直 舳 ・蹴 ・臓 政府既 一β一穿 削 ・)・設定す・・想
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ろ し「(2)
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(363)71
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第9図..第10図

定 しよ う1%こ の とき.各 企 某 はパ ラ メー タ α に晦 じて 行動 し,

ω ・≦・<穿 ・・き 姻 一・

(・)婆 ・・〈・の・き.胴 穿

(皿>1≦ α の と き 玖(α)=1

とな る(第8図 〉。

これ を 第1図 にあ て はめ る と,企 業 は,

(・)・ ≦・<乎 ・・き 舗

(・)穿 ・・〈1・ ・き.鎮

(皿)1≦ α の と きB点

を 選 択 す る こ とに な る(第9図 〉。 す なわ ち,社 会 全 体 で はA・B・Cの 三 点.

・・)躰 鵬 値嘩 ・して澱 ・一参乎 舞 一・ナ 手 傷)・ 考… る・

利便性 には主 に,ぼ 〕 乳児保育,〔2)一 時 的保育,(3〕 遅い閉所時間があるが,こ こでは13)にの

み着 目す る。 こども未来財団[1995]の ア ンケー ト結果か ら考慮す ると,準 認可の安全性 レベル.

・,巧 一参 乎 が妥当・あ・う・轍 ・認 覗 育所不足切 対応・して螺 可 バ ・レを設置

し℃い るケースとして考え られ.利 便性よ りは安全性側 に重点 を置いてい る.後 者は安全性 と利

便性が 同 レベ ルで あ り,利 便性 を備 えてい る保育所に も ・定水 準 の安全性 を確 保 しよう とする

ケー・・して教 ・れ・・本文で駄 ナ 乎 一現 して扱・てい・・

覇

畳
・
旧
炬
…
・
.
iほ
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」
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出
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で 生 産 が 行 わ れ る こ と にな る。 こ こで,C点 は新 た に設 置 され た準 認 可保 育 所

の位 置 を示 してい る。

こ の と き各 点 に お け る消 費 者 の効 用 は,

ひ(A)=1一 σ

ひ(8)=α

・(・)一・か(・ 一・)毒

_よ(≒0 .84)拒

よ って,各 消 費者 の保 育 所 選 択 は以 下 の よ うに な る 傑 ユ0図)。

(1)

(m

(皿)

㈹

(V>

・`・<・一義 ・・き.・ 点.

・一・一右 ・・き ・点・たはC点

・一壷 ・・〈毒 ・・き ・点

θ=1の ときB点 また はC点

1<
α の とき.B点描

こζで1政 府が準認可を設定することによる消費者の効用の増加分を計算 し

て み る こ とに す る 。

・… 磁 ・・≦去の・き.　 毒 一・・一・・.

・暢 ・喘 ・・き...・ 喘 一・

よ っ て,α の密 度 関 数 を ∫(の とす る と き,準 認 可 を設 定 す る こ とに よ る全 消.

費 者 の効 用Sσ の 増 加 分 は,
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04=0.16a=⑪.841a

第11図

ゆ 一∫㌔ ノω{毒 一・・一・}露+∫嬉 ∫ω(霧 幽.

とな る(第11図)。

以 上 の モ デ ル分 析 か ら,保 育 所 制 度 に準 認 可 を 導 入 す る こ とで 安 全 性 と利 便

性 の ト レー ドオ フが緩 和 さ れ,サ ー ドス の利 用 者 全体 の効 用 が増 加 す る こ とが

確 認 され た 。

IVお わ り に

第1節 で は保 育 へ の 公 的 介 入 の 意 義,第H節 で は現 在 の保 育 制 度 の問 題 点 に

.つ い て考 察 して きた 。 さ ら に,第 田節 の モ デ ル分 析で は,保 育 へ の準 認 可 導 入

の効 果 を 明 らか に した。 以 上Q分 析 をふ まえ,本 論 文 で 「準 認 可 」と称 した 内容

が 現 実社 会 で どの よ うな意 味 を持 つ か を考 察 して 本 論 文 を 締 め く くる こ とに し

た い 。

.モ デ ル.中で は,準 認 可 を 「認 可 され る ほ ど安 全 性 を 備 え て い な い が,無 認 可.

よ りは安 全 性 が 高 い もの」 と定 義 して分 析 を行 な った が,こ の 準 認 可 とい う制

度 は現 実 社 会 に おい て事 実 上存 在 して い る とい え る。 実 際,準 認 可 とい う言 葉

自体 は 殆 ど使 用 さ れ て は い な い もの 酵)'2).自 治体 の 定 め る あ る 一 定 の 基 準 を 満

12∫....具体的には,簡 易保育施設,保 育室,託 児室等。

川
.
.
値

1
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た し℃ い れ ば 無認 可保 育所 へ補 助 を行 う とい う市 町 村 は全 国で も珍 し くは ない 。

筆 者 が 政 令 指 定 都市 ・中核 市 を対 象 に実 施 した ア ンケ ー ト調査(付 録 参 照)

に よ る と,18都 市 中 ユ6都市 勘が 無 認 可 保 育 所 に対 し何 らか の基 準 を設 け て補 助

を実 施 して い る。

た しか に,横 浜 市 の よ うに利 便 性 確 保 とい う よ りは,保 育所 不足 へ の対 応 策

と して 設 置 して い る 自治体 もあ り,準 認 可 保 育 所 の方 が 認 ロ∫保 育所 ζ り も利 便

性 に優 れ て い る とは か ぎ らな い 。 しか しなが ら,安 全 性 と利 便 性 との トレー ド

オ フ を回 避 す る 目的 で 準 認 可 を 導 入す る こ と も.卜分 可 能 で あ る こ とが,こ.の ア

ンケ ー ト調 査 結 果 か ら予 想 で きる 。 た だ し,準 認 可 を導.入す る際 に は,無 認.可.

保 育 所 利 用 者 へ の 補助 とい った 問題 を 含 め て総 合 的 に政 策 設計 す る必 要 が あ る

だ ろ う。

(付録=ア ンケー.ト調査 結果>

1.調 査の概要

1一ユ.調 査 の目的

各 自治体 によって微妙 に異なる保育行政 の実態 を知 る。

1-2調 査 の設計

〔1》調 査 実 で〒者

〔2}調 査 実寸象

倒 調 査 方 法

(4)調 査 期 間.

(5}回 収 状 況

2.調 査 結 果(要 約)

〔1)

横 山 由 紀 子

政 令指 定都 市 及 び 中核 市24都 市

郵 送 配 付 ・郵 送 回収

1997年 ユ0月1日 一10月31日

政 令都 市6都 市,中 核 市11都 市,無 記 名1都 市 。 回 収 率75%.。

(一 部 抜 粋)

無認可保育所利用者 への補助 の有無.とその 内容

18都 市 中1都 市のみ補助 を実施 。但 し,保 護者への直接助成では ない。

(2)無 認可保育所への補助 の.有無 とその基準

1818.ll∫中16都 市 において補 助実施。補助基準の大 部分 は,国 の無認u∫保育所 へ

の指導基準,或 いはそれを上回る ものである。

13)残 り4都 市 の う ち,

補 助 を行 っ てい る。

1都 市は事 業所内保育所へ,1都 市 は山間部 にある無認可保育所に対 して
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